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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

表1 罪名別の新受人員の推移

(注） 1 延べ人員である。

2 受理後の罰条の慶更等により，裁判員裁判対象事件になったものを含まず,同事件に蕨当しなくなったものは含む。
3 1通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起詠された場合は,法定刑の最も重い罪名に計上した｡

4未遂処罰規定のある罪名については，未遂のものを含む。

5 「 (準)強制わいせつ致死傷｣は’監護者わいせつ致死傷を含む。
6 「 （準）強制性交等致死傷」は，監護者性交等致死傷及び平成29年法律第72号による改正前の（鎖）強姦致死傷を含む。

7 「強盗･強制性交等」は,平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦を含む。

8 「危険運転致死｣ .は，平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運嘱により人を死傷させる行為等

の処罰に関する法律2条に規定する罪である。
9 「銃刀法」は， 「銃砲刀剣類所持等取締法」の賂である。

’0 「組織的犯罪処罰法｣は， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律jの略である。
11 「麻薬特例法j ,は， ｢国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精
神薬取締法等の特例等に関する法律｣.の略である。 、

12 「麻薬取締法｣は， 「麻蕊及び向精神薬取締法｣の賂である。
13裁判員戴判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。
14速報値である。

－1－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

七｡

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
令和2年

(10月末）

総数 15,652 1,196 h797 1,785 1,457 1,465 1,393 1,333 1,077 1,122 1,090 1,133 804

強盗致傷 3,679 295 468 411 329 342 321 290 224 253 281 222 243

殺人 3,430 ･270 350 371 313 303 302 303 255 278 250 255 180

現住建造物等放火 1,535 98 179 167 128 141 136 162 124 105 115 100 80

覚せし測耐締法違反 1,399 90 153 173 105 105 129 58 67 102 96 252 69

傷害致死 1,293 70 141 169 1“ 136 131 107 103 96 82 71 41

.(準)強制わいせつ致死傷 1,207 58 105 105 109 133 131 111. 115 90 104 77 69

(準)強制性交等致死傷 1,050 88 111 137 124 121 91 104 75 65 47 55 32

強盗･強制性交等 534 61 99 83 59 57 36 34 20 21 24 18 22

強盗致死(強盗殺人）
① 巳

377 51 43 ． ．37 37 37 27 35 22 19 23 21 25

偽濁餓行使 256 34 60 30 34 12 4 20 7 13 18 20 4

危険退転致死 232 13 17 20
”
″
日
。

０
《
唖
○
毎
】 21 23 28 朋 18 7 16 14

通貨偽造 128 14 18 20 19 17 4 8 6 11 5 5 1

伽濁堂反 118 13 5 3 4 10 10 15 10 16 16 7． 9

間駿謝王者遺棄致死 91 7 9 12 4 5 ７
． 5 6 10 1l 6 9

集団(準)強姦致罷傷 79 13 2 17 6 9 17
0

8 1 4 2 ー －

遡甫監禁致死
1

63 4 18 21
J

1 4 3 2 1 5 4 ー ー

胤職的犯罪側馴牡鍵反 55 6 5 ‐ ー 3 14 18 1 7 ー 1 ー

麻薬糊列法違反 31 1 5 3 2 1 1 1l 3 2 1 1 1■■■

爆発物取締罰則違反 18 6 ー ー 5 2 ー 2 1 1 ｰ ー 1

身の代金拐取 13 ー 3 ー 1 1 1 ー 3 1 ー 1 2

聴緬締法適叉 10 1 3 1 2 2 4■■■ Ⅱ■■■ ■■■ ー 1■■■ 1 ー

拐取者身の代金取得等 6 ー ー ー ー ー ー 2 1 ー 2 1 ‐

。 ●

その他 48 3 3 5 2 3 5 10 4 5 2 3 3



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

－2－

累計

綴 農局 未済

平成21¥

綴｜鯛 未済

糊22年

新受 終局 未済

平成23年

澱 終局． 未済

平成24年

新受 農局 未済

平成25年

新受 終局 未済

平成26年

新受 終局 未済

平成27年

新受 腿局 未済

平成28年

新受 終局 未済

平成29年

綴 終局 未済

平成30年

新受 終局 未済

令和元年

新受 終局 夫贈

令和2年(10月末）

綴 偽局 未済
鮒 14393 13,534 959 1,142 148 994 1,591 1,530 l'055 24 1,568 1,111 1,344 1,526 929 1329 1,415 843 1290 1220 913 1,115 1206 882 1,008 1,127 763 lj67 993 837 1,057 畑38 856 1,103 1021 938 763 742 959
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．
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５
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Ｄ
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大阪地鮴庁 .1253 1,180 73 108 12 96 119 126 89 130 113 106 123 123 106. 122 134 94 107 120 81 113 103 91 82 112 61 90 85 66 97 81 82 100 94 88 62 77 73

大阪鴎鰯支郁 319 298 21 29 1 ８２
． 43 38 33 42 41 34 31 41 24 35 37 22 22 28 16 20 21 15 27 23 19 17 23 13 17 20 ､10 20

里

16 14 16 9 21

鰯地裁本庁 278 265 13 20 3 17 35 22 30 28 35 23 40 29 34 27 36 25 28 31 22 16 23 15 .20 20 15 16 15 16 16 17 15 21 18 18 11 16 13

神戸嚇体庁 437 405 32 31 4 〃
． 521 48 31 36 43 24 44 38 30

句
47 43 34 30 39 25 43 42 26 21 33 14 36 28 22 39 33 28 28 37 19 30 17 32

神戸態瀧路潮 130 117 13 20 1 19 121 19 12 9 14 7 7 9 5 10 6 9 7 9 7 14 7 14 6 14 6 12 11 7
●

11 8 10 7 10 7 15 9 ､13

斎鋤鮴庁 119 112 7 9 4 5 11 1 7 9 13 11 11 17 18 10 6 8 8 12 10 10 15 13 12 5 10 7 8 10 5 10 9 6 6 6 6 7 6 7

大潮 161 148 13 18 6 12 10 12 10 17 18 9 16 14 11 15 17 9 6 10 5 14 8 11 7 11 7 14 13 8 20 15 13 8 13 8 16 11 13

秘汕職本庁 lOl 95 6 10 2 8

毎
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ト
刀
６
甲
９
０
４
１

９１ 18 9 11 11 9 7 7 9 12 11 10 8 6 12 4 10 6 10 4 12 7 9 10 6 ‐ 9 7 3 4 6 4 4 6

名掘鰄本庁 635 594 41 63 4 59 67 74 52 88 77 63 53 73 43 38 43 38 64 49 53 53 63 43 62 56 49 35 57 27 32 29 30 45 39 36 35 30 41

名掘鰄岡鰔部 197 191 6 13 1 12 21 18 15 ･25 21 19 25 25 19 16 28 7 26 11 22 17 31 8 15 20 3 10 5 8 12 9 11 11 15 7 6 7 6

瀧懸鉢庁 163 149 14 7 1 6 16 12 10 25 15 20 19 24 15 14 20 9 12 13 8 12 12 8 ‐ 5 8 5 15 11 . 9 8 11 6 13 10 9 17 12 14

岐阜態鉢庁 202 183 19 17 4 13 251 21 17 18 23 12 15 19 8 30 19 19 13 22 10 21 15 16 7 16 7 9 11 5 10 7 8 25 10 23 12 16 19

福井態躰庁 68 66 2 3 1 2 7 4 5 12 7 10 4 10 4 4 7 1 9 6 4 10 6 8 ５ 7 6 3 8 1 6 2 5 3 6 2 2 2 2

金沢地鮴庁 76 72
’
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ｆ
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ｆ
ｆ
８

8 9 10 11 8 7 11 4 7 8 3 3 5 1 8 1 8 3 9 2 5 3 4 8 5 7 3 8 2 5 3 4

富山地鮴庁 60 54 6 1 1 101 7 3 8 4 7 5 9 3 7 5 ･5 I 5 1 3 3 1 3 3 1 5 1 5 5 6 4 8 4 8 4 6 6



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

１
２
３
４
５

１注Ｉ 実人員である。

洲員輔に関する鞘を取り扱う郷以外の支部に鮒された順を除く。

訴因変更により鯏賊判対郷件となった事件は繩変更決定日ではなく，織日をもって新受欄の当該箇所に計上した。

裁判員法3条1項の除外決跡あったものを除く。

概敷であ6. .

－3－

黒計

新受 鯛 未済

平成21年

新受 終局 未済

軸22年

断受 終局 未済

平成23年

新受 鯛 未済

軸24年

綴 協局 未済

平成25年

新受 繩 未購

平成26年

新受 終局 未済．

平成27年

新受 縛局 未済

平蹴8年

新受 鯛 末梢

IM29年

新受 騰局 未済

軸30年

新受 終局 未済

令和元年

綴 終局 未済

令把年(10月末）

新受 終局 未済
広島鵬鉢庁 306 285 21 23 4 19 36 24 31 ･ 33 34 30 29 36 23 39 31 31 23 36 18 34 28 24 16 22 18 16 ､22 12 28 ・ 9 31 14 27 18 15 12 21

山口鰄体庁 103 98 5 :7 2 5 8 11 2 11 5 8 15 15 8 5 8 5 5 4 6 7 8 5 6 8 3 14 13 4 12 10 6 8 11 3 5 3 5

問山職』 〔庁 219 203 16 13 ＄ 10 27 16 21 27 29 19 11 21 9 26 21 14 26 20 20 11
ｑ
も
０
９
ｌ
ｂ
■
■
汀

19 12 19 17 14 15 17 12 15 18 9 17 11 15 12 11 16

鳥恥臓斬 35 34 1 5 2 3 2 3 2 4 3 3 2 1 4 1 4 5 6 3 61 5 4 3 4 3 2 1 2 1 2 4 4 2 ー 1 ． ’

松江蝋本庁
4■

33 31 2 31 1 2 1 2 1 4 3 2 4 4 2 5 4 3 4 5 ２
。 1

ｂ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
１
Ｕ
６
４
Ｄ

2 I 3 4 ー 1 一

1 1 I 1 3 3 I 3 2 2

福岡職本庁 ・ 535 480 55 431 5 38 61 64 35 56 56
I

I 35 34 46 23 36 43 16 53 38 31 39
ｉ
Ｉ 46 24 52 29 47 53 37 63 38 50 51 41 41 51 29 25 55

福岡蝋小倉郷 210 202 8 10 10 17 ２
．２ 5 14 14 5 18 11 12 22 21 ３

．１ 34 23 24 27 35 16 22 25 13 17 18 12 14 17 9 4 10 ･3 11 6 8

佐賀地撚庁 75 73 2 7 1 ･ 6 5 9 2 8 6 4 11 10 5 13 14 4 9 6 7 3 8 2 11 5 8 5 9 4 1 5 ー ■■■ 2 2

長崎地蕊本庁
一

79 73 6 14 2 12 6 15 3 8 5 6 8 11 3 ･7 7 3 7 7 3 4 3 4 3 5 2 7 3 6 6 5 7 2 7 2 7 3 6

大分地鮴庁 100 96 4 6 1 5 13 ､11 7 16 17 6 15 12 9 11 17 3 8 7 ､4 8 7 5 4 6 3 4 4 3 8 6 5 3 6 2 4 2 4

熊本地識本庁 134 128 6 13 4 9 13 17 5 20 11 14 ･12 18 8 19 19 8 8 11 5 9 7 7 7 8 6 11 9 8 12 9 11 5 12 4 5 3 6

鹿児島堀躰庁 175 168 7 19 3 16 17 20 13 ､29 26 16 6 20 2 22 12 12 20 16 16 11 18 9 13 12 10 8 11 7 7 9 5 16 12 9 7 9 7
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仙台地鮴庁 184 175 9 18 6 12 28 29 11 26 17 20 13 21 12 16 21 7 8 10 5 17 11 11 15 15 11 12 16 7 13 14 6 9 10 5 9 5 9

福島地鮴庁 ･67 63 4 2 1 1 7 4 4 16 16 4 2 4 2 4 3 3 7 9 1 7 7 1 7 5 3 8 9
。
２ 2 3 I 3 I 3 2 1 4

福島蝿嚇山支部 122 119 3 14 2 12 24 21 15 11 22 4 10 7 7 9 11 5
ｎ
丁
■
○
◆

11 1 11 4 8 12 11 9 7 11 5 10 10 5 ､4 7 2 ､3 2 3

山形｣ 職本庁 80 74 6 5 1 4 10 8 6 9 11 4 15 5 14 10 17 7 3 7 3 6 3 6 6 8 4 8 6 6 ー 6． ー 5 1 4 3 1 6

盛剛勘 K庁 54 53
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呂 1 2 2 6 ４
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

表3罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員及び控訴人員

ノ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
皿
哩
四
Ｍ
嘔
脆
”

ｊ注ぐ 実人員である。

． 「その他」は．免翫，公驍棄却，移送（少年法65条による家蝕移送を除く。 ）等である。

未遂処罰規定のある罪名については．未遂のものを含むじ
●

有罪（一部無罪を含む。 ）の場合は処断罪名を，無罪， その他の場合は絵局時において当麟本件について掲げられている酢因の罪名のうち．餓判員鐘判対象事件の罪名

(裁判員餓判対象事件が複数あるときは；法定刑が最も重いもの）を，それぞれ計上した。

起翫罪名と麗定罪名が異なる場合や剛条の変更等の場合などにおいては.餓判且裁判対象事件の罪名と異なる罪名で計上されることがある.

銃鯛刑について，刑の一部軌行猶予が言い渡された人員はない。

「麻薬特例法』は， r国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向禰神蕊取締法等の特例等に関する法律jの略である。

「危険運転致死」は，平成26年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定する罪である． ’
1銃刀法jは， ｛銃砲刀剣類所持等取締法」の略である。

「組鯉的犯罪処嗣法jは， 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制毎に関す.る法律」の略である。

「麻薬取締法」は， 「麻薬及び向稲神薬取締法jの略である。

「海賊行為処嗣法』は． 「海賊行為の処嗣及び海賊行鶏への対処に関する法律」の略でおる。

「過失運転致死」睦．平成26年法律第86号による改正前の刑法211条2項及び自助室の運転により人を死偽させる行為等の処罰に関する法律に規定する罪である。
「危険運転致錫」は， 自動車の運転ｲこより人を死傷させる行為等の処剛に関する法律に規定する罪である。

銀判風法3条1項の除外決定があったものを除く。

裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起瞬され， 当鱸支部の管幡区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く‘
速報値である。
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裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

表4裁判員候補者名簿記載者数，各段階における裁判員候補者数及び選任された裁判員。
､

補充裁判員の数の推移

(注） 1 『ｲ」は刑事局の集計結果であり，平成29年以降は,実際には謝判員繍者に選ばれない18魚及び19歳の者が含まれる。なお， 18歳及び19歳の者について
は,名簿調製後直ちに消除されるため「ハ」には含まれ喉い。

2 「ﾊjないし「ｦjは砥ぺ人員であり，速報値である｡

3 「二｣及び｢へ｣には,辞退力溜められたもののほか‘ (1)欠格事由，鯛禁止事由に蕨当するとして,呼び出さない措置又は呼出取消しがされたものが鋪れ,更
に前者には， (2)転居先不明等によ･り裁判員侯補者名簿紀戦通知等が不到達であったものが含まれる。

4 「卜」には,そもそも呼出職が到達しておらず,現実的には出席を期待し得ない裁判員候補者も含ま’れる。 ． 、

5 Iﾇ」には,理由あり不選任決定(裁判員怯34*4項) ,辞退による不選任決定(同法3447") ,遅由職し不選任決定（同法36*)及び質問唯し不選任決定
（同規則35条2項, 3項)がされたものを含み, くじ等による不通任齪(同法37条3項)力§されたものは含まない､
6 「ル(a) 」のうち,平成21年及び平成22年の人数には(1)欠格軸,就職禁止事由に鱸するとして,呼び出さ職い繩がされたもの, (2)騒居先不明等によ
り裁判員候補者名簿毘栽通知等が不到達であったものが含まれる。

7 「ワj及びI力」は臭人員であり，概数である。

8 補充裁判員から競判員に選任された場合は，重複して計上した｡・

9［1は,判決人員(累計13,265人,平成21年l42人,平成22年1,506人，平成23年1,525人,平成24年l,500人,平成25年l,387人,平成26年lj202人,平成27年l,182人，
平成28年l;'04人,平成29年966人,平成30年l,027人,榊元年1,001人,令和2年723人) 1人当たりの平均である｡なお,判決人員には少年法55条による識雛決定
があったものを含み,裁判員が参加する合識体で審理力垳われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

－5－

累計 平成21年 平成22年 軸23年 平成24年 軸25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年． 令和元年
令和2年

■

(10月末）

イ 裁判員鋪者名簿記鯆数
． ｡

3,130,406 295,036 344,900 315,940 285,530 259,200 236,500 閲3,800 229,200 233,剛 230,600 233,300 232,800

ロ 名簿使用率(%） （｢ﾊ｣／｢ｲ｣） 44.0 4.5 ． 36，7 41．7 47.5 52.2 52.0 56.8 ･55.8 51.4 55.3 50.9 35.9

ハ 選定された裁判員端者数．
1,376,293

[103,8］

13,423

[94,5］

126,465

肌0］

131,880

[86.5］

135,535

[90.4］

135,207

[97,5］

123,059

[102.4］

132,831

[112.4］

127,811
｡

[115.8]

120,187

[124.4]

127,490

[124.1]

118,754

[118.6]

83,651

[115.7］

二
調査票はり辞遅郭認められた裁
判員蹴者数

410,866 3,785 32,245
■

37,771 38,棚 39,666 36,755 40,755 39,棚 36,011 39,703 38,578 27,624

寺

ホ
期日州知･質問難送付した裁判

員候補者散（｢ﾊ｣－1二｣）
965,427

[72.8］

9,638

[67.9］

941220

[62‘6］

94,109

[61.7]

97,側

[64,7]．

95,541

[68,9］

86,304

[71,8］

92,076

[77‘9］

88,326

[80.0]

84,176

[87.1]

87,787

[85.5］

６
１
７
１
剛
伽

56,伽7

[77,5］

へ
質問票はり辞退等力禦めら城裁

判員鮒者数
440,086 3,185 34,147 37,756 42,443 43,451 40,351 ､43,806 41,563 41,707 44,帥7 39,523 27,247

ト
選任手繍日に出席械められた裁

判員侯補者数（｢ﾎ｣=｢へj)
525,341 6,453 60,073 56,353 54,604 52,090 45,953 48,270 46,763 42,469 42,閲0 40,653 28,780

チ
選任手続期日に出席した裁判員候補

者数
377,792

[28.5］

5,415

[38,1]

48,422

[32‘2］

44,150

[29.0］

41,543

[27.7］

38,527

[27,8］

32,833

[27,3］

32j598

[27.6］

30,313

[27.5］

27,152

[28.1]

28,961

[28,2］

27,874

‘[27‘8]．

20,004

[27.7］

リ 出席率(%）
(｢ﾁ｣／｢ﾊ｣）

(｢ﾁ｣／｢ﾄ｣）

27.4

71.9

40.3

83.9

38.3

80.6

33．5

78,3

30.7

76.1

28.5

74.0

26‘7

71.4

24.5

67.5

23.7

64.8

22.6

63．9

22,7

67.5

23.5

68,6

23.9

69.5

.ヌ
選任手続期日当日に辞退等により不

選任決定がされた裁判員侯儲数
IOOj292 1,326 11,850 11,308 10,933 11,055 9,321 91150 8,324 7,528 7,棚 7,299 4,700

ル
(a)

－

(b)

総力認められ織判員繍者の総
数

繩率(%） （｢ﾙ(a)｣/｢ﾊ｣）

868,497

63.1

7,134

53.1

66,977

53.0

77,909

59,1

83,426

61.6

85,615

63.3

79,288

64.4

86,201

･ 64．9

82,647

64.7

79,284 85,柵

67,1

79,236

66.7

55,296

66.1

ヲ
くじ柵敷となった鮒者数に,理由

なし不選任数釧えたもの
324,899

｡

[24.5］

4,帥2

[33,8］

42,559

[28.3］

38,274
●

[25､1]

35,785

[23‘9］

32,586

[23‘5］

27,703

[23.0]

〃,554

[23.3］

25,678

[23.3］

22,954

[23.8］

24i853

[24.2］

４
１
４
０
Ｊ
４
４
２
２
ｔ

17,607

[24‘4］

ワ 選任された裁判員噸 76,266 838 8,673 8,816 8,633 7,937 6,938 6,768 6,363 5,536 5,905 5,718 ･4,141

力 選任された補充裁判員の数 25,894 346 3,067 88 2,906 2,622 2,333 2,293 2,140 1,896
9

1,989 1,919 1,395



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

表s平均審理期間及び公判前整理手続期間の推移（自白否認別）

(注） 1 判決人員は実人員である。

2 「公判前整理手続綱の平均(月）」は,裁判員裁判対象事件以外の事件について,公判雌理手続に付されずに公判を開いた後,罰条の変更等により

裁判員裁判艫事件になり,梛雛理手続に付されたもの等を除外して算出した。
3判決人員には少年法55条による家裁移離定があったものを含み,細員繩加する合議体で審理が行われずに鮒藻却判決があったものを含鈍い。

4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く．

5速報値である｡． 、

表6公判前整理手続期間（公判前整理手続に付された日から同雫続終了日まで）別の

判決人員の分布及び平均公判前整理手続期間（自白否認別）

(注） 1 実人員である。

2裁判員裁判対象事件以外の事件について，公判前整理手続に付されずに公判を開いた後，罰条の変更等により裁判
員裁判対象事件に．なり，期日間整理手続に付されたもの等を含まないため，判決人員は他の表と異なる。
3 判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み，裁判員が参加する合溌体で審理が行われずに

公所棄却判決があったものを含まない。
4裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

5 速報値であ.る。

－6－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成26年 平成27年 軸28年 平成29年 平成30年 令和元年
令和2年

(10月末）

総敷

判決人員

鞠審理期間(月）

公判師鯉手続期間の

平均(月） ． ．

蝋前謹頚號以外に

要した期間の平均(月）
0

13j265

､9‘4

7.3

2,1

142

5．0

2‘8

2‘2

1,506

8.3

5,4

2‘9

1,525

8.9

6,4

2.5

1,5M

9.3

2.3

1,387

2.0

1,202

8.7

1.9

1,182

9.2

･1.8

1,104

10.0

8.2

1.8

966

10.1

8.3

1.8

1,027

10.1

8’2

1,9

1,OOl

10,3

8,5

1.8

723

11.7

9.8

1.9

自白

● ◆

判決人員

平均審理期間(月)

蝋前鯉手続期間の

平均(月）

公判前鯉識以外に

要した期間の平均(月）

7,113

7.5

5.6

D 『

1.9

114

4.8

2,0

970

7.4

2‘8

885

7.3

5.0

2.3

806

5.2

2.0

725

7.1

5,4

1.7

側

7.0

5‘4

1.6

623

7.4

5.8

1．6

568

6.5

1.5

449

7.9

6.4

1.5

棚

7.7

6.1

1,6

491

7.9

1.5

342

1.8

否認

判決人員

平均審理期間(月）

公判前整理輪期間の

鞠(月）

公判前整理稀以外に

要し湖間の平均(月）

6,152

11.5

9.2

2.3

28

5.6

3.1

．2’5

536

9.8

●
町

3,0

剛

10.9

8.3

2.6

6別

1l.1

9.1

662

10.9

8,5

2,4

558

10.6

8.5

2.1

559

11.2

9.1

2,1

536

12.1

10.1

2‘0

517

12.1

10.0

2.1

531

12.3

10.0

2.3

510

12.5

10.5

2.0

381

13,5

11.4

2｡1

判
決
人
員

◆

公 判 前 整 理 手 ・続 期 間

晦
日
以
内

１
月
以
内

２
月
以
内

３
月
以
内

６
月
以
内

９
月
以
内

１
年
以
内

１
年
３
月
以
内

１
年
６
月
以
内

１
年
９
月
以
内

２
年
以
内

２
年
３
月
以
内

２
年
６
月
以
内

２
年
９
月
以
内

3

年
以
内

３
年
を
超
え
る

平
均
公
判
前
整
理

手
続
期
間

●

●

総数 13,092 一 7 235 889 5,414 3,334 1,692 826 338 150 92 48 25 ､16 8 18 7.3月

自白 7,005
■■■■ 6 204 785 3,820 1,478 458 166 52 17 13 4 2 ー － 1■■■ 5.6月

否認 6,087 ー 1 31 104 1.,594 1,856 1,234 660 286 133 79 44 23 16 8 18 9.2月



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

表7平均実審理期間及び平均開廷回数の推移（自白否認別）

(注） 1 判決人員は実人員である。

2実審理期間は,第1回公判期日から終局(判艫告)までの期間であり‘審理等力垳われなかった日や土日祝日を含む｡最長のものは207日であり，最
短のものは2.日である。 ． ．

なお,次の事件は, (1)～(3)の雄により算出した。

(l) 区分審理を行ったものについては,裁判則参加した審理力垳われた期間の合計を辮理期間とした。 ．

（2） 裁判官のみで第1回公判を開いた後,洲員裁判燗事件で追起榊あったた城判員の参加する合雛で審理されて終局したものについては,裁判員
・力惨伽した審理力垳われた期間を鐵馴間とした，

（3） 東日本大震災の影響等で公判期日が剛され,裁判員州任されたものについては,改めて選任さ九た裁判員の参加し崎理力垳われ棚間を実審理期
間とした。

3雛回数には,裁判官のみで肺れた公判の回数を含む。 、

4判決人員には少年法55条による識穆離跡あったものを含み,裁判員が参加する合畿体で審理力垳われずに公燕却判決があったものを含まない。
5裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

6速報値である5

－7－

累計 軸21年 平成22年 軸23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 軸28年 軸29年 平成30年 令和元年
令和2年

(10月末）

総敷

判決人員

平均鶏理期間(日）

平均開廷回数(回）

13,265

8‘4

4.5

142

3．7

3.3

1,506

4.9

1,525

6.2

4,1

1,500

7.4

4.5

1,387

8.1

4,5

1,202

8.2

4.5

1,182

9.4

4,7

1,104

9‘5

4.6

966

10,6
句

4,9

1,027

10,8

4.8

1,001

10.5

.723

11.2

4,6

自白

判決人員

平均実轆期間(日）

平均開廷回数(回）

7,113

5.8

3.7

I

114

3.5

3.2

970

4,0

3.5

885

4.5

3.6

806

5.0

3.7

725

5,8

3.8

644

5.9

3.8

623

6,2

3.8

568

6’7

3.8

449

7.2

3.9

496

7.3

3.9

491

6.8

3.8

342

8il

3.9

否認

判決人員 寺 ｡

平均実審卿間(日）

平均開廷回数(回）

6,152

11,4

5.4

28

4.7

3,7

536

6.6

' 4．4

640

8‘5

4,9

694

10．1

5.5

662

10．5

5.4

558

10.8

5.3

559

13.0

5.6

536

12.6

5．6

517

･13.5･

5.8

531

14.0

5,7

510

14.1

5.7

381

14.1

5.3



裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末｡速報）

表B平均取調べ証人数の推移（自白否認別）

１
２
３
４
５
６
７

１注ｉ 裁判員の参加した合議体により審理終局した事件ごとの件数建てである。

証人の数は,相被告人のみの関係で取り調ぺた証人を含む。

双方請求の場合には，職察官請求証人敷｣及び｢弁篭人側請求証人職lに重複して計上した。

｢取調証人実人敷｣には,職樵で取り調べた証人を含む。

判決件数には少年法55条による家裁移送決跡あったものを含み,鯏員ｶ惨加する合議体で審理力垳われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

裁判員法3条1項の除外決定力Iあったものを除く，

概数である。

－8－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

▽
ｆ
・
？
‐
４
９
１
４

｛

平成29年|平成’0年
令和元年

令和2年

(10月末）

総数

判決件数

取調べ証膜人数

横察官請揃人数

弁護人側請求証人数

12,442

2.8

1.8

1.2

138

1.6

0.7

1.1

1,423

2,1

l.1

1.3

1,442

2.3

1.3
■

1.2

1,415

3,0

2.0

1‘3

1,294

2．9

2.0

1.3

1,131

2.9
■

2.0

1.3

1,104

3,0

2.1

l.3

1,037

3,1

2.1

l･3

900

3il

2.2

1.3

958 931

１
０

ｌ

Ｌ

■

■

ｂ

■

ｆ

ｌ

０

■

６

口

Ｕ

５

０

０

Ｉ

ｌ

０

１０３

2.2 2.0

1.2 1.2

669

2.6

1.9

1.0

自白

判決件数

取調ぺ証人実人数

● ●

横察官請求証人数

弁護人側請東証人数

6,610

1,7

0.7

1.2

110

1.4

0.5

1.0

905

1.5

0.4

1.2

818

1.5

0.4

l.2

753

l.8

0.8

l,2

662

1.9

0.8

1.2

602

1,9

1.0

1.2

579

2‘0

1.0

1.3

532

1.9

0.9

l.3

417 463

1.9

さ
り
。
●
４
ｑ
７
ｆ
‐
６
罰
４
ｆ
ｇ
０
‐
Ｊ
■
ｑ
０
″
■
■
旬

1.8

0.8

。
ｐ
も
Ｆ
ｂ
６
ｆ
Ｌ
７
ｆ
ｔ
●
ｒ
り
ん
も
・
０
Ｊ
＄

0,9

「
◆
ｂ
ヤ
ム
ム
リ
■
〃
少
〃
③

Ｌ

Ｕ

’

４

４

‐

卜

４

０

■

Ｂ

卜

●

△

３
０
１ 1.2

459

1.7

0.7

1.1

310

1.5

0．7

1.0

翻

判決件数

取調べ証人実人数

総察官請求証人数

弁護人側請求証人数

5,832

4.0

3.1

1.3

28

2‘4

1.2

l.3

518

3.3

2.3
も

1.3

624

3.4

2.5

1.2

662

4.3

3.4

1.4

632

4.1

3.1

1.3

529

4.1

3,2

1.3

525

4.2

3,3

1.3

505

､34

3,4

1.3

483 495

4.2 4.4

3.6

Ｔ
Ｏ
Ｏ
毎
４
■
４
■
■
Ｂ
ｑ
６
１
１
５
９
Ｉ
も
ｈ
１
ｒ
０
Ｑ
Ｆ
●
ぬ

3.3

I

1｡21 1.2
ｊ
Ｉ

472

4.1

3,2

1.3

359

3.6

2.9

1.1



E

裁判員裁判の実施状況について(制度施行～令和2年10月末･速報）

表9平均評議時間の推移（自白否認別）

I

(注） 判決人員|壌人員である。

評騒時間には， 中間評議に要した時間を含ま唯い･

判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み,裁判員が参加する合議体で審理力垳われずに公訴棄却判決があったものを含まない。

１
２
３
４
５
裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

●

速報値である。 P

I

1

－9－

累計 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
令和2年

(10月末）

総徽

判決人員

平均評議時間(分）

13,265

663.5

142

397.0

1,506

504.4

1,525

564.1

1,500

619.8

1,387

630.1

1,202

674.9

1,182.
●

719.6

1,104

731,9

966

760,3

1,027

778,3

1,001

768,2

723
0

758.4

自白

判決人員

平蛎溌時間(分）

7,113

513.6

114

377.3

970

438.7

885

468.4

806

475,2

725

498.1

644

532.2

623

541.9
~ ｡

568

560,1

449

580‘3．

496

583.9

491

567.5

342

581‘5

否認

判決人員

平均評議時間(分）

6,152

836.7

28

477.3

536

623,4

640

696,3

694

787,7

662

774.6

558

839,6

559

917.7

536

914,1

517

916,6

531

959.8

510

･961.5

381

917,2


